
（第２次）滋賀県食の安全・安心推進計画 ２０１９年度取組計画 

施策の柱 体系 基本施策 ページ 

食品の安全性の確保 

危機管理 
施策１ 食の安全に関する危機管理体制の整備 １ 

施策２ 食中毒等の事故防止対策 ３ 

農産物 

施策３ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組推進 ５ 

施策４ 環境こだわり農業の推進 ６ 

施策５ 適正な農薬管理と安全な農産物の確認 ７ 

畜水産物 

施策６ 安全・安心な畜産物の生産 ８ 

施策７ 食肉・食鳥肉の衛生確保 10 

施策８ 水産物の安全性の確保 12 

加工食品 

施策９ 食品製造工場へのＨＡＣＣＰ導入 13 

施策10 飲食店等の自主衛生管理の推進 15 

施策11 流通食品の試験検査 17 

食への安心感の醸成 

施策12 適正な食品表示の推進 18 

施策13 食育の推進 20 

施策14 地産地消の推進 21 

施策15 食の安全・安心に関する情報提供と意見交換 22 
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項 目 食品の安全性の確保（危機管理） 

関
係
課 

全ての関係課 

施 策 施策１ 食の安全に関する危機管理体制の整備 

施策の方向 

・平常時から関係課・機関との連携・協力体制を確保するとともに、情報の収集やマニュアル等の点検を実施します。 

・危機事案の発生時に県民への迅速な情報提供ができるよう、情報の収集と発信体制の整備に努め、危機発生の際は国、他自

治体等と連携して健康被害の拡大防止に努めます。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 食品事故発生時の迅速な対応 

●危機対応マニュアルの点検（すべての関係課） 

   食の安全に関する危機対応マニュアルの実効性を確保するため、マニュア

ルの点検および見直しを行う。 

 

●大規模な健康被害の発生を想定した模擬訓練の実施（生活衛生課） 

開催時期：令和元年11月頃（予定） 

場所：未定 

対象者：多人数（概ね１日50食以上）に食事を提供する仕出し屋・弁当屋 

 

２ 食品安全情報の迅速な収集と発信（生活衛生課） 

●自主回収情報の広域的な収集と提供 

  国および各自治体と連携して自主回収情報を収集し、正確な情報を迅速に

発信する。 

 

●しらせる滋賀情報サービス（通称「しらしが」）登録者の拡大 

 

３ 国・他自治体、県内関係機関との連携・協力体制の確保 

●広域食中毒等危機事案発生・拡大防止等のための体制構築と広域連携協議会 

への参画（生活衛生課） 

  ・第１回近畿広域連携協議会への出席 

    日時：平成31年４月25日 

    出席者：厚生労働省、近畿厚生局、近畿府県市 41名 

    議題：広域食中毒事案への対策強化、構成員間の連絡体制整備 等 

   

●食の安全・安心推進のための庁内連絡会議の開催（すべての関係課） 

    日時：令和元年６月28日 

    出席者：庁内関係各課担当者 

    議題：推進計画の進行管理 等 



- 2 - 

 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①危機対応マニュアルの点検 １回     1回以上 

②大規模な健康危害の発生を想定した模擬訓練の実施 １回     1回 

③しらせる滋賀情報サービス（通称「しらしが」）登録者数 －     
(2023) 

40,000件 

④広域連携協議会への出席 １回     1回以上 

⑤食の安全・安心推進のための庁内連絡会議の開催 １回     1回以上 

 

別表 

区分 担当課 ○見直したマニュアル名（●：改正したマニュアル） 

① 全般 健康福祉政策課（３） ○健康危機管理調整会議設置要綱 、○健康危機管理の基本マニュアル、○健康危機管理マニュアル（広報編） 

② 食中毒 

生活衛生課（３） ○食中毒処理要領、○食中毒注意報発令要領、○ノロウイルス食中毒注意報発令要領 

薬務感染症対策課（１） ○健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領 

保健体育課（１） ○食中毒発生対応マニュアル 

③ 食肉等 

生活衛生課（４） 
○と畜検査に係る炭疽処理要領、○滋賀県食肉衛生検査所口蹄疫対応マニュアル、 

○滋賀県食肉衛生検査所牛海綿状脳症検査対応マニュアル、○滋賀県伝達性海綿状脳症検査実施要領 

畜産課（２） ○滋賀県高病原性鳥インフルエンザ等防疫対応マニュアル、○滋賀県口蹄疫防疫対応マニュアル 

水産課（１） ○滋賀県コイヘルペスウイルス病対策本部設置要綱 

④ 飲料水 生活衛生課（５） 
○滋賀県飲用井戸等衛生対策要領、○滋賀県水道水健康危機管理実施要綱・要領、○滋賀県水道技術支援チーム設置要領、 

○滋賀県緊急時水道水放射性物質検査実施要領、○地下水・土壌調査等に基づく飲用指導要領 

⑤ 毒物・劇物 薬務感染症対策課（２） ○毒物劇物等による事故発生時における解毒薬の供給要領、○毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準 

⑥ 感染症 薬務感染症対策課（６） 

○原因不明の感染症が疑われる集団発生対策実施要領、○感染症予防対策事務処理要綱、○滋賀県感染症健康危機管理実施要領、 

○腸管出血性大腸菌感染症発生時の対応マニュアル、○集団嘔吐下痢症（感染性胃腸炎）にかかる調査の手引き、 

○高病原性鳥インフルエンザ発生時対応基本マニュアル（疫学調査・健康管理編） 
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項 目 食品の安全性の確保（危機管理） 

関
係
課 

生活衛生課 

施 策 施策２ 食中毒等の事故防止対策 

施策の方向 

・食中毒の発生リスクが高い飲食店等に対して、事故防止対策を重点的に指導します。 

食中毒予防の正しい知識・情報を、広く県民に対して周知・啓発します。 

大規模食中毒の発生を防止するため、大量調理施設に対してＨＡＣＣＰ手法による事故防止対策を徹底します。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 食中毒リスクに応じた事故防止対策 

  ●鶏肉の生食提供店等への重点監視 

   近年続発しているカンピロバクター食中毒の発生を防止するため、発生リ

スクの高い鶏肉の生食提供店等に対し、生食での提供自粛等の事故防止対策

を重点的に指導する。 

   対象施設：56施設 

 

●生鮮魚介類の販売店への重点監視（施策８の再掲） 

   近年、全国的に増加傾向にあるアニサキス食中毒の発生を防止するため、

発生リスクの高い生鮮魚介類販売店等に対し、適切な処理や販売等の事故防

止対策を重点的に指導する。 

   対象施設：1,029施設 

 

２ 食中毒予防啓発、情報提供 

●食中毒予防講習会等の実施 

   食の安全推進室および各保健所等において、食中毒予防の正しい知識や情

報を提供するため、県民や事業者を対象とした講習会を実施する。 

 

●食中毒注意報の発令と周知 

細菌性食中毒が発生しやすい気象条件になった時に食中毒注意報を発令

し、食品関係営業者および県民に対し、食品の取扱いに関する注意喚起を行

う。（発令期間：7/1～9/30） 

 

●ノロウイルス食中毒注意報の発令と周知 

ノロウイルス食中毒が発生しやすい冬季にノロウイルス食中毒注意報を発

令し、関係営業者等に対し、健康管理・衛生管理の注意喚起を行う。 

（発令期間：11/1～3/31） 
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３ 大量調理施設に対する大規模食中毒防止対策 

●弁当屋、給食等の大量調理施設に対するＨＡＣＣＰの概念に基づく大量調理

施設衛生管理マニュアルによる衛生指導 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①鶏肉の生食提供店等への監視件数 56件     56件以上 

②生鮮魚介類の販売店への監視件数 300件     300件以上 

③食中毒予防講習会等の実施回数 100回     100回以上 

④監視指導計画に定める重点施設の監視率 100%     100% 
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項 目 食品の安全性の確保（農産物） 

関
係
課 

食のブランド推進課 

施 策 施策３ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組推進 

施策の方向 

・農産物の安全性確保を目指して、すべての生産組織でＧＡＰが実施されるようＧＡＰの取組を推進します。 

国際水準ＧＡＰの指導ができる指導者を育成し、ＧＡＰに取り組む農業者を支援します。 

東京オリンピック・パラリンピックおよび大会以降を見据え、国際水準ＧＡＰ認証取得経営体の拡大を図ります。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ ＧＡＰに取り組む農業者への指導・助言 

●ＧＡＰに取り組む農業者に対する指導・助言 

・ＪＡ、県からなる滋賀県ＧＡＰ推進チームで、県域でのＧＡＰ推進を行う。 

・農業大学校で研修会を開催し、普及啓発活動 を行う。 

 

 

 

 

２ 国際水準ＧＡＰの指導ができる指導者の育成 

●国際水準ＧＡＰ指導者の育成 

ＪＧＡＰ基礎研修、ＡＳＩＡＧＡＰ差分研修を開催し、産地等における指導

者を育成する。 

 

 

 

３ 国際水準ＧＡＰ認証取得経営体の拡大 

●国際水準ＧＡＰ認証取得組織数 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会への食材提供、またそれ以降の 

流通の変化をにらみ、滋賀県ＧＡＰ推進チームとも連携し、国際水準ＧＡＰの普

及拡大を図る。 

   取引相手の求めに応じたＧＡＰの認証取得に向けた指導や助言、情報提供等を

行う。 

 

 

数値目標 
項  目 

計 画     目 標 

2019     2020年度 

①国際水準ＧＡＰ認証取得組織数 －     15組織 
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項 目 食品の安全性の確保（農産物） 

関
係
課 

食のブランド推進課 

施 策 施策４ 環境こだわり農業の推進 

施策の方向 

・環境こだわり農業のスタンダード化に向け、環境こだわり農業技術を普及・拡大します。 

環境こだわり農産物のブランド力向上に向けた取組を強化します。特に水稲については、主に家庭用として流通する「みず

かがみ」、「コシヒカリ」を中心に取組を推進します。 

環境こだわり農業の象徴的な取組として、オーガニック農業を推進します。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 環境こだわり農業の取組拡大 

●環境こだわり米の作付面積割合 

・生産技術等の開発・普及、栽培指導による生産の安定化と拡大 

・代替技術の導入による化学合成農薬および化学肥料の一層の削除 

・堆肥利用やカバークロップの作付などの自然循環機能を高める取組の推進 

・国交付金活用による、環境こだわり農業の組織ぐるみでの取組を推進 

 

 

 

２ 環境こだわり農産物のブランド力向上 

●「みずかがみ」、環境こだわり米「コシヒカリ」の作付拡大 

・主に家庭用として流通する「みずかがみ」と「コシヒカリ」は環境こだわ

り米として作付推進 

・全量が環境こだわり米の「みずかがみ」の需要に応じた生産の拡大 

・環境こだわり米「コシヒカリ」の仕分け徹底、および新パッケージによる

販売 

・オーガニック米を象徴とする流通対策を進め、「環境こだわり米」全体のブ

ランドイメージ向上を図る 

 

 

 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     2022年度 

①環境こだわり米の作付面積割合 －     50%以上 

②「みずかがみ」、環境こだわり米「コシヒカリ」の作付面積 －     9,000ha 
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項 目 食品の安全性の確保（農産物） 

関
係
課 

農業経営課 

生活衛生課 

施 策 施策５ 適正な農薬管理と安全な農産物の確認 

施策の方向 

・県内の農薬販売業者に対して、法令に基づいた農薬の適正販売について指導し、適正使用を推進します。 

県内で生産された農産物の残留農薬検査を行い、農産物の安全確認を行います。 

県内に流通する輸入農産物の残留農薬等検査を行い、食の安全・安心の確保に努めます。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 法令に基づいた農薬の適正販売・使用の推進（農業経営課） 

●農薬販売業者への巡回指導 

・農薬販売者巡回指導 90店舗に実施予定 

・農薬アドバイザー講習会 ２回開催予定 

 

●農産物生産者に適正使用を指導 

必要に応じて実施する。 

 

２ 県内産農産物の安全性の確認（生活衛生課） 

●県内産農産物の残留農薬検査 

県内で生産または流通している農産物を対象に残留農薬検査を行い、基準

値を超える農産物を排除することにより、安全な農産物の流通を図る。 

検体数：126検体 

 

３ 輸入農産物の安全性の確認（生活衛生課） 

 ●輸入農産物の残留農薬等検査 

   県内に流通している輸入農産物を購入し検査を行うことで、食の安全・安

心の確保に努める。 

   検体数：100検体 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①農薬販売業者への巡回指導店舗数 90店舗     90店舗 

②県内産農産物の残留農薬検査検体数 126検体     125検体 

③輸入農産物の残留農薬等検査検体数 100検体     100検体 
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項 目 食品の安全性の確保（畜水産物） 

関
係
課 

畜産課 

施 策 施策６ 安全・安心な畜産物の生産 

施策の方向 

・「飼養衛生管理基準」の遵守徹底のための立入調査、指導を継続して行います。 

農場ＨＡＣＣＰによる衛生管理手法を生産農場へ広く周知・啓発し、取組みを推進します。 

動物用医薬品および家畜の飼料の適正使用を確保するため、販売業者等への立ち入りによる検査・指導を行います。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 飼養衛生管理基準の徹底 

●畜産農家への立入調査の実施 

畜産農家203戸に年１回以上の立入り調査を実施する。 

 

２ 農場ＨＡＣＣＰの取組推進 

●生産者および生産組織等への普及啓発 

家畜保健衛生事業推進会議等を通じて、当所の取組および推進体制の説明

を行う。 

 

●農場ＨＡＣＣＰの取組推進を行うための指導者の育成 

農場ＨＡＣＣＰ審査員養成研修会へ職員を派遣し、指導者の育成を進める。 

 

●農場ＨＡＣＣＰを取り入れた飼養衛生管理に取り組む農家への指導 

認証農場に対して、飼養衛生管理の手順や記録方法等について検討会を通  

じた指導を継続する。また、当該農場の関連農場など、認証取得に向けた意

欲のある生産者に対して、個別に指導を行う。 

 

３ 動物用医薬品等の販売および使用段階における指導 

 ●動物用医薬品販売業者への立入検査の実施 

事業者毎に許可取得３年後を目途に施設への立入検査を実施。 

動物用医薬品の取扱いについて確認を行い、不適切な事例があれば改善指

導を実施する。 

 

●飼料の製造、販売事業者および畜産農家への検査・指導の実施 

飼料の製造、販売、保管、使用等について、現地確認および啓発指導を行

う。（飼料製造・販売業者）５事業者、（畜産農家）40事業者 
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数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①畜産農家への立入調査回数 １回     １回以上 

②農場ＨＡＣＣＰ取組農場数 20農場     
(2020) 
20農場 

③動物用医薬品販売業者への立入件数 32件     3年に1回 

④飼料の製造、販売事業者および畜産農家への検査・指導件数 45事業者     45事業者 
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項 目 食品の安全性の確保（畜水産物） 

関
係
課 

生活衛生課 

施 策 施策７ 食肉・食鳥肉の衛生確保 

施策の方向 

・と畜検査、精密検査（モニタリング検査や動物用医薬品の残留検査等）およびＨＡＣＣＰプランの外部検証などにより 

食肉の安全性を総合的に確保します。 

食鳥処理場に処理羽数に応じたＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理を指導します。 

関係事業者に対し、肉類による食中毒事故防止対策を重点的に指導します。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 精密検査による食肉、食鳥肉の衛生確保 

●動物用医薬品等の残留検査 

  と畜場および認定小規模食鳥処理場で処理された食肉ならびに食鳥肉につ

いて、動物用医薬品の残留検査を行う。 

  検体数：86検体 

 

 ●施設等の衛生指導にかかるモニタリング検査 

   病原微生物の削減を達成するための指標として、食肉および食鳥肉の細菌

検査を行う。 

検体数：400検体 

 

２ と畜場・食鳥処理場の衛生確保 

●と畜場に対するＨＡＣＣＰプランの外部検証 

  実施回数：年間４回 

 

●食鳥処理場に対するＨＡＣＣＰを取り入れた衛生指導 

   食鳥処理場の処理羽数に応じ、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理

を指導する。 

   対象施設：34施設 

 

３ 食中毒リスクに応じた事故防止対策 

 ●鶏肉の生食提供店等への重点監視（施策２の再掲） 

   近年続発しているカンピロバクター食中毒の発生を防止するため、発生リ

スクの高い鶏肉の生食提供店等に対し、生食での提供自粛等の事故防止対策

を重点的に指導する。 

   対象施設：56施設 

 

 



- 11 - 

 

 

 

●ジビエを処理する事業者に対するガイドラインを用いた衛生指導の実施 

   家畜と異なる処理が行われることから、ジビエ特有のリスクに対する衛生

管理を指導する。 

   対象施設：15施設 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①動物用医薬品等の残留検査検体数 86検体     80検体 

②施設等の衛生指導にかかるモニタリング検査検体数 400検体     400検体 

③と畜場に対するＨＡＣＣＰプランの外部検証回数 ４回     ４回 

④食鳥処理場に対する監視件数 １回     １回以上 

⑤鶏肉の生食提供店等への監視件数 56件     56件以上 

⑥ジビエを処理する事業者に対する衛生指導件数 １回     １回以上 
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項 目 食品の安全性の確保（畜水産物） 

関
係
課 

水産課 

生活衛生課 

施 策 施策８ 水産物の安全性の確保 

施策の方向 

・食中毒の発生リスクが高い魚介類の販売業者等に対して、事故防止対策を重点的に指導します。  

養殖業者に対して巡回や説明会等を開催することにより、水産用医薬品の適正使用を指導します。 

水産加工施設へのＨＡＣＣＰ導入を指導するとともに、輸出を検討する施設に対して必要となる施設整備を支援します。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 食中毒リスクに応じた事故防止対策（生活衛生課） 

●生鮮魚介類の販売店への重点監視 

   近年、全国的に増加傾向にあるアニサキス食中毒の発生を防止するため、

発生リスクの高い生鮮魚介類販売店等に対し、適切な処理や販売等の事故防

止対策を重点的に指導する。 

   対象施設：1,029施設 

 

２ 水産用医薬品の使用段階における指導（水産課） 

●養殖業者に対する啓発指導および情報提供 

巡回指導、魚病診断・相談、保菌検査等により延べ200件 

 

●養殖水産物中の水産用医薬品残留検査 

   アユおよびマス 20検体 

 

３ 水産加工施設へのＨＡＣＣＰ導入に向けた指導（水産課・生活衛生課） 

 ●水産物の輸出促進に向けた水産加工施設へのＨＡＣＣＰ導入のための指導 

および支援 

   必要に応じて、水産加工業者等に対し、ＨＡＣＣＰについての説明会等を

開催する。 

 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①生鮮魚介類の販売店への監視件数 300件     300件以上 

②養殖業者に対する啓発指導および情報提供件数 200件     200件 

③養殖水産物中の水産用医薬品残留検査検体数 20検体     20検体 
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項 目 食品の安全性の確保（加工食品） 

関
係
課 

生活衛生課 

施 策 施策９ 食品製造工場へのＨＡＣＣＰ導入 

施策の方向 

・ＨＡＣＣＰ講習会と巡回相談により、中・小規模の食品製造工場へのＨＡＣＣＰ導入を支援します。 

・大規模食品製造工場ではＨＡＣＣＰ管理が普及・定着していることから、より適切なＨＡＣＣＰに基づく管理を指導するた

め、適合証明制度を創設します。 

食品衛生監視員のＨＡＣＣＰ支援・指導に関する資質向上に努めます。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 中・小規模食品製造工場へのＨＡＣＣＰ導入 

●中・小規模食品製造工場向けＨＡＣＣＰ講習会、巡回相談会の開催 

事業者が衛生管理計画を作成することを目的とした講習会および相談会を

開催する。 

   講習会：8回、相談会：6回 

 

●「衛生管理計画」の作成状況の確認と指導 

令和８年度末までにすべての対象施設に対して「衛生管理計画」の作成状

況を確認する。 

対象施設：約2,000 施設 

 

２ 大規模食品製造工場におけるＨＡＣＣＰの監視指導 

●（仮称）セーフードしが適合証明制度に基づく状況確認 

   ＨＡＣＣＰに基づく管理を確認するため、適合証明制度を創設する。 

 

●ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の外部検証 

平成30年度までに認証した営業継続中の施設に対し、外部検証を実施し、

認証施設における適切な衛生管理の継続を実施する。 

   対象施設:125施設 

 

３ 食品衛生監視員の資質向上 

●食品衛生監視員のＨＡＣＣＰ基礎研修の受講 

３府県合同ＨＡＣＣＰ基礎研修会を受講する。 

年間3名以上 

 

●ＨＡＣＣＰ指導者の養成 

厚生労働省主催のＨＡＣＣＰ指導者養成研修会を受講する。 

 年間1名以上 
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数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①中・小規模食品製造工場向けＨＡＣＣＰ講習会、巡回相談会開催回数 12回     12回 

②各年度の許可継続施設に対する「衛生管理計画」の作成状況確認率 100％     100% 

③（仮称）セーフードしが適合証明施設数 －     
(2023) 
100件 

④ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の外部検証回数 １回     １回以上 

⑤食品衛生監視員のＨＡＣＣの基礎研修受講者数 ７人     ３人以上 

⑥ＨＡＣＣＰ指導者の養成研修会受講者数 ２人     １人以上 
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項 目 食品の安全性の確保（加工食品） 

関
係
課 

生活衛生課 

施 策 施策１０ 飲食店等の自主衛生管理の推進 

施策の方向 

・ＨＡＣＣＰ制度化に対応できるよう、関係団体と協力して、すべての営業者に周知・助言し、「衛生管理計画」の作成を支援

します。 

多数人が食品の取扱いに従事する大型飲食店等や食品スーパーに対して、マニュアル等に基づく自主衛生管理の実践状況を

点検・指導します。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 「衛生管理計画」作成の周知 

●食品衛生推進員による営業者への周知と助言 

   ＨＡＣＣＰ制度化に対応できるよう、食品衛生推進員を通じて、営業者に

周知・助言する。 

対象施設：5,000施設 

 

 ●「衛生管理計画」作成講習会の開催 

   すべての営業者が「衛生管理計画」を作成できるよう、「衛生管理計画」作

成講習会を開催する。 

開催回数：年６回以上 

 

 

２ 「衛生管理計画」作成状況の確認 

●「衛生管理計画」の作成状況の確認と指導 

   令和８年度末までにすべての対象施設に対して「衛生管理計画」の作成状

況を確認する。 

対象施設：約9,500 施設 

 

 

３ 自主衛生管理マニュアルに基づく衛生管理実施状況の検証 

 ●大型飲食店および販売店（従事者10人以上）等に対する衛生管理の実施状況

の検証 

   令和５年度までに大型飲食店および販売店におけるＨＡＣＣＰの考え方を

取り入れた衛生管理の実施状況を確認する。 

対象施設： 754 施設 
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数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①食品衛生推進員による営業者への周知・助言実施回数 5,000件     
(2019～2020) 

全施設 
１回以上 

②「衛生管理計画」作成講習会の開催回数 ６回     
(2019～2020) 

６回 

③各年度の許可継続施設に対する「衛生管理計画」の作成状況確認率 100％     
(2021～2023) 

100% 

④大型飲食店等に対する衛生管理実施状況の検証回数 １回     
(2019～2023) 
１回以上 
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項 目 食品の安全性の確保（加工食品） 

関
係
課 

生活衛生課 

施 策 施策１１ 流通食品の試験検査 

施策の方向 

・県内で製造、加工、調理される食品の安全性を確認するため、過去の違反率や製造工程等のリスクを考慮して、効率的・効

果的な試験検査を行います。 

輸入食品などの広域流通食品を対象に、多くの県民が不安を感じている食品添加物等の検査を計画的に実施し、結果を県ホ

ームページ等で公表します。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 県内製造食品の安全性確認検査 

●スーパー、道の駅等で販売される中食のそうざいの試験検査 [100検体] 

県内で製造、加工および調理される食品のうち、スーパー、道の駅等で販売

されるそうざいの試験検査を実施する。 

 

 

 

２ 不安感の高い食品や物質の検査 

●輸入食品の食品添加物および残留農薬検査 [250検体] 

県民の不安の解消を目的として、県政モニターアンケートの結果を基に食品

を選定し、結果を県のホームページで公表する。 

 

 

 

３ 計画的な食品等の試験検査の実施 

 ●食品衛生監視指導計画に基づく試験検査の実施 

食中毒の発生防止および不良食品の流通防止を図るため、保健所等の食品衛

生監視員が抜き取り検査を行い、食品衛生法等に基づく試験検査を実施し、

違反食品の排除を行う。 

 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①スーパー、道の駅等で販売される中食のそうざいの試験検査検体数 100検体     100検体 

②輸入食品の食品添加物および残留農薬検査検体数 250検体     250検体 

③食品衛生監視指導計画に定める検査実施率 100%     100% 
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項 目 食への安心感の醸成 

関
係
課 

県民活動生活課 

薬務感染症対策課 

食のブランド推進課 

生活衛生課 

施 策 施策１２ 適正な食品表示の推進 

施策の方向 

・製造業者や販売店舗等関係事業者に対して適正表示や適正広告の指導を行います。 

県民や事業者に対して講習会を開催し、正しい知識の普及に努めます。 

アレルゲン含有食品や遺伝子組換え食品の検査を実施し、検査結果が表示内容と異なる場合は、食品表示法に基づき食品製

造業者などに対して立入検査や指導を行います。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 関係事業者に対する適正表示の指導・助言 

●食品表示法に基づく指導・助言（農政課・生活衛生課） 

・食品表示の適正化に係る調査・指導・助言を行う。 

・関係機関との連携による指導等を行う。 

 

●景品表示法に基づく表示の適正化のため、調査・指導を実施するとともに、

適正な表示についての情報を提供（県民活動生活課） 

 

●健康食品の医薬品医療機器等法および健康増進法に基づく調査・指導 

 （薬務感染症対策課・生活衛生課） 

健康食品の販売施設への立入調査や買上げ検査等の実施により、適正表示お

よび適正広告の指導を行う。 

 

２ 食品表示に関する知識の普及 

●消費者または事業者を対象とした講習会による食品表示の正しい知識の普及

啓発（生活衛生課） 

 

●食品表示法（品質事項）に基づく適正な食品表示に係る知識の普及（農政課） 

・「食品表示110番」による食品表示相談 

・食品表示制度の周知（出前講座） 

 

●県内食品関係事業者への景品表示法・食品表示法に関する講座の実施 

（県民活動生活課・生活衛生課・農政課） 

   講座開催 １回 

 

３ 試験検査による適正表示の確認（生活衛生課） 

 ●県内製造食品のアレルゲンの試験検査 

県内で製造、加工されている食品を対象に「卵」、「乳」、「小麦」、「そば」の
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検査を実施し、検査結果が表示内容と異なる場合は、食品表示法に基づき食

品製造業者などに対して立入検査や指導を行い、食品表示の適正化を図る。 

  

●県内製造食品の遺伝子組換え食品の試験検査 

県内流通大豆加工食品の原料大豆を対象に検査を実施し、検査結果が表示内

容と異なる場合は、食品表示法に基づき食品製造業者などに対して立入検査

や指導を行い、食品表示の適正化を図る。 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①消費者または事業者を対象とした講習会開催回数 50回     50回以上 

②県内製造食品のアレルゲンの試験検査検体数 40検体     40検体 

③県内製造食品の遺伝子組換え食品の試験検査検体数 10検体     10検体 
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項 目 食への安心感の醸成 
関
係
課 

健康寿命推進課 

保健体育課 

生活衛生課 

施 策 施策１３ 食育の推進 

施策の方向 
・子どもの頃から食に関心を持ち、正しい知識や食を選ぶ判断力が身につけられるような食育を推進します。 

県民の積極的な参画により、あらゆる世代の人たちが主体的に食育を推進する地域づくりをめざします。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 食育推進活動者の育成（健康寿命推進課） 

●食育推進活動者に対する研修会の実施 

県内の食育関係者を対象に研修会を実施（９月中） 

内容：講演と事例発表 

 

 

 

２ 安全・安心な学校給食の推進（保健体育課） 

●安全・安心な学校給食の推進に関する講習会および食育研修会の実施 

・安全・安心な学校給食の推進講習会 

   令和元年８月２日（金） ピアザ淡海 

・食に関する指導研修会 

   令和元年６月25日（火）県庁東館 

 

 

 

３ 手洗い教室等による衛生知識の啓発（生活衛生課） 

 ●食品衛生推進員等による幼児・児童等に対する衛生知識の啓発 

県内の幼稚園や保育園において、手洗い教室や紙芝居等を通じた「正しい手

洗い」の啓発活動を行う。 

 

 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①食育推進活動者に対する研修会実施回数 １回     １回 

②安全・安心な学校給食の推進に関する講習会および食育研修会実施回数 ２回     ２回以上 

③手洗い教室等実施回数 10回     10回以上 
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項 目 食への安心感の醸成 

関
係
課 

食のブランド推進課 

農業経営課 

保健体育課 

施 策 施策１４ 地産地消の推進 

施策の方向 

・本県の農地の多くを占める水田の有効利用により、野菜等の園芸作物の生産を拡大します。 

子どもたちと生産者がふれあう機会となる、学校給食における地産地消を進めます。 

「おいしが うれしが」キャンペーンを通じて、生産者と消費者の信頼関係の構築を進めます。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 野菜など園芸作物の生産拡大（農業経営課） 

●野菜の産出額 

地域の特性を活かした園芸作物等の戦略的な産地化に向けた取組を支援し、

地域の創意工夫をこらした取組を促進し、農産物直売所や学校給食向け産地

を育成し、農産物直売所等への来客を増加させるなど、地産地消を推進する。 

 

 

２ 学校給食での地産地消の推進 

●学校給食における地場産物を使用する割合（目標値30％）（保健体育課） 

研修会等で地場産物を活用した給食の実施などを紹介することにより、学校

給食での地産地消を推進する。 

●学校給食において琵琶湖産魚介類の提供（目標9万食）（水産課） 

 

３ 「おいしが うれしが」キャンペーン推進店の登録拡大（食のブランド推進課） 

 ●「おいしが うれしが」キャンペーン推進店（県内）登録数 

食品販売事業者等と県とが協働して地産地消を進める「おいしが うれしが」

キャンペーンのさらなる活性化を図る。 

 

 

数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019      

①野菜の産出額 125億円     
(2020) 
126億円 

②学校給食における地場産物を使用する割合 －     
(2023) 
30% 

③「おいしが うれしが」キャンペーン推進店（県内）登録数 1,550店舗     
(2020) 

1,600店舗 
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項 目 食への安心感の醸成 

関
係
課 

全ての関係課 

施 策 施策１５ 食の安全・安心に関する情報提供と意見交換 

施策の方向 

・食の安全・安心審議会の意見を尊重し、施策に反映します。 

県民・事業者・県が、相互に情報を共有し、理解が深まるようリスクコミュニケーションを推進します。 

食の安全・安心に関する正確でわかりやすい情報を、種々のマスメディアや広報媒体を活用し、積極的に情報発信します。 

2019年度 

取組計画 

 ２０１９年度取組計画 

 １ 食の安全･安心審議会の開催（生活衛生課） 

●食の安全・安心審議会の開催 

食の安全・安心推進条例第29 条に基づき、審議会を開催し、食の安全・安

心の確保に関する事項について諮る。 

   開催日：令和元年8月21日 

   議題・推進計画に基づく平成30年度の施策の実施状況について 

     ・その他  

 

 

２ リスクコミュニケーションの推進（生活衛生課） 

●食の安全・安心に関する意見交換会等の実施 

消費者、事業者、行政などの関係者が相互理解を深めるようシンポジウムや

意見交換会を開催する。 

 

●県政モニターアンケート等による県民意識の把握 

今後の県政に反映するため、食の安全・安心に関するアンケート等を実施し、

県民意識（不安に感じていること等）を把握する。 

 

 

３ 食の安全に関する情報提供（全ての関係課） 

 ●ホームページ「食の安全情報」や県広報紙、テレビ、新聞等による情報提供 

・各種広報媒体を活用した消費者への情報提供 

・県内および近畿府県市内で発生した食中毒情報など、食品衛生に関するタ

イムリーな情報をホームページやメールにより迅速に提供する。 

 

 ●消費者・事業者を対象とした講習会・研修会の開催 

・消費者に対する講習会等（手洗い講習、食中毒予防、食品表示等） 

・事業者に対する講習会等（自主衛生管理、食中毒予防、食品表示等） 
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数値目標 

項  目 
計 画     目 標 

2019     各年度 

①食の安全・安心審議会の開催回数 １回     １回以上 

②食の安全・安心に関する意見交換会等の実施回数 ７回     ７回以上 

③県政モニターアンケート等実施人数 700人     700人以上 

④ホームページ「食の安全情報」アクセス件数 ９万回     ９万回以上 

⑤ホームページ「食の安全情報」更新回数 100回     100回以上 

⑥消費者・事業者を対象とした講習会・研修会実施回数 150回     150回以上 

 


